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犬猫適正飼養推進協議会（２０１６年３月１日設立）

ビジョン 犬猫が快適に暮らせる社会の実現を目指します。

活動方針 動物愛護管理法に基づく第一種動物取扱業者（ブリーダー、オークション、ペットショップなど）

の取り組みについて、自主的な管理を推進するため、次のような活動を推進いたします。

⚫ ガイドライン・手順書（要求レベルの明確化）

⚫ 自己点検（内部監査：継続改善）

⚫ 作業記録（外部監査：信頼性・透明性）

⚫ 専門人材育成（技能向上）

⚫ 講習会（情報のアップデート）
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正会員：関連団体 賛助会員

⚫ （一社）ペットフード協会
⚫ （一社）日本ペット用品工業会
⚫ （一社）ペットパーク流通協会
⚫ （一社）全国ペット協会
⚫ （一社）ジャパンケネルクラブ
⚫ （一社）全国ペットフード・用品卸商協会
⚫ 法人組合 中央ケネル事業協同組合連合
⚫ （公社）日本獣医師会

団
体

⚫ （一社）全国動物教育協会
⚫ 他１団体

企
業

⚫ アニコム損害保険（株）
⚫ 日本アニマル倶楽部（株）
⚫ 他６社



犬猫適正飼養推進協議会の活動：国内外の状況を知る

領域 主な活動

海外

調査

⚫ 英国CIEH （環境衛生研究所）ガイドラインの翻訳：①犬の繁殖（2013年）、②犬の預かり（2016年）、③猫の預かり

（2015年）、④ペット販売（2015年）

⚫ 欧米状況：①EU１２カ国の流通段階に於ける犬猫の福祉に関する研究（欧州委員会2015年）の翻訳、②アニマルウェ

ルフェアの効果的戦略立案への提言（英国超党派議連犬部会2014年）、③諸外国における犬のブリーダー規制状況

（日獣会誌2017年）、④米国における商業ブリーダーの州法比較表の翻訳（ミシガン州立大学法学部2017年）

国内

調査

⚫ 国内実態調査（2016年6月）：①犬の繁殖施設、②ペットショップ

⚫ 犬の繁殖施設における適正飼養管理に関する自己点検調査（2018年2月）

⚫ ブリーダーの廃業理由に関する追跡調査（2018年8月）

教育

啓発

⚫ 動物愛護と動物福祉シンポジウム開催：「西洋と日本の相違点」（RSPCA、その他）（2017年3月）

⚫ 犬猫遺伝病シンポジウム開催：①「世界の遺伝子解析の現状と将来」、②「日本の犬猫遺伝病の実際」（2019年3月）

⚫ 「ドイツ動物保護法成立プロセスと管理のあり方」についての懇談会開催：TVT前会長（動物の保護のための獣医師

会）トーマス・ブラハーハノファー獣医科大学名誉教授）（2019年9月）

情報

発信

⚫ ガイドラインの作業原案をウエッブサイトに公開（2018年12月〜）：動物の快適性に配慮した適正飼養指針①犬の繁

殖施設、②猫の繁殖施設、③ペットショップ

⚫ 「動物取扱業者のための飼育管理ガイド」の発刊予定（2020年春）
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ド イツ動物保護法成立プロセスと

管理のあり 方について　         
2 0 1 9 年 9 月 1 9 日 

ドイツ T V T 前会長· ハノーファー獣医科大学名誉教授 

トーマス· ブラハ氏との懇談会より

講演集 V o lu m e 3



CIEH（環境衛生研究所）のガイドライン：ペットのステークホルダー
犬の繁殖・預かり 猫の預かり ペット販売

地方自治体
及びその職
員、獣医師
の検査官の
ための指針

動物の福祉を最優
先し、法律に基づき、
猫舎の検査、助言、
ライセンス提供の
業務を行う方への
助言のために準備

動物の福祉及びペット
ショップ運営の改善

ペットショップでの動物
の健康、安全、福祉を確
保するため最低限の基
本水準として作業
グループが推奨

4

英国環境・食糧・農村地域省（DEFRA）の要請を受けた作業グループで作成

英国獣医師会 犬の繁殖の福祉問
題に関する審議会

環境衛生
研究所

シティ・オブ・ロ
ンドン自治体

ドッグ・トラスト

DEFRA エッピング・フォレス
ト・ディストリクト

ザ・ケネルクラブ 英国動物虐待
防止協会

英国小動物
獣医師会
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２００５年法改正：ホビー・ブリーダー・ポピュレーションの崩壊
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2004年登録ブリーダー数

2014年登録ブリーダー数

ブリーダー数

年間繁殖頭数

年間繁殖頭数が10頭以下のホビー・
ブリーダーが大幅に減った

出典：ジャパンケネルクラブ

年間10頭繁殖



6

年２回ないし２頭がブリーダー“業”の定義として、
地方自治体のサイトに掲載されている
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犬種間での体重差は１００倍にもなる。同じ“種”(Canis lupus 
familiaris)でこれだけ差のある動物は地球上には存在しない

7犬猫適正飼養推進協議会（資料の複写厳禁）



欧米における犬の商業ブリーダー登録義務と条件

国 ブリーダー登録の有無と
規制年度

登録を必要とする営利目的のブリーダーの条件

ドイツ ○
２０００

３頭以上の雌犬を所有、または年３胎を超えて繁殖している場合、商業目的のブリーダーと定義され、登録
の対象となる。

イギリス ○
１９９９

年５胎以上の繁殖と販売には地方自治体の許可が必要。

アメリカ ○
２０１３

連邦法で繁殖雌犬を５頭以上所有しているか、インターネット販売を行うブリーダーは商業ブリーダーと定義さ
れ認可が必要。繁殖雌犬４頭以下の小規模ブリーダーは必要ないが、州によっては規制を受ける

フランス ○
２０１６

プロフェッショナル：繁殖雌犬を１０頭以上所有し、年間２胎以上繁殖は登録義務。納税番号を広告し

ブリーダー証明書が必要。非プロフェッショナル：４ヶ月齢以上の犬の頭数が９頭以下。年間１胎以下。ブリーダー
証明書も納税番号も不要。ただし子犬の登録番号は必要。

オランダ ○
１９９９

農業大臣に届け出、許可。非商業目的で繁殖のが証明できれば、登録は不要で頭数制限は
ない。商行為の有無がブリーダーの登録の必要性を定義。

スウェーデン ○
１９８８

全てのブリーターは地方自治体に登録義務がある。１２ヶ月齢以上の犬を１０頭以上所有しているか、

年２胎以上繁殖すると許可がいる。

デンマーク ○
２０１０

雌犬を３頭以上所有、年３胎以上f繁殖しているものは登録義務がある。

フィンランド × 規制なし

カナダ × 規制なし

出典：日獣会誌 ７０ ２６４−２６８（２０１７）
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犬猫適正飼養推進協議会（資料の複写厳禁） 9

体

高

体

重

出典：日獣会誌 70:264-269, 2017

犬舎の広さに関する規制状況

定性または数値による基準 対象をプロに限定する国も

国名 飼育スペース

米国 一部の州で定性基準（数値基準なし）

カナダ

英国 環境衛生研究所（CIEH）のガイドライン

フランス 【プロフェッショナル・プリーダー】 1頭あたり5m2

オランダ 【商業ブリーダー】 体高＜30cm：1.0m2, 30〜50cm：1.2m2, 50cm＜：1.5m2

デンマーク 体重＜40kg：6m2, 41〜60kg：8m2, 60kg＜：10m2

スウェーデン 体高＜35cm：2.0m2, 36〜45cm：2.5m2, ・・・・

フィンランド

ドイツ 体高＜50cm：6m2, 50〜65cm：8m2, 65cm＜：10m2
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法律 法律なし 自主基準 日獣会誌 70:264-269, 2017.



ホビー・ブリーダーが育てる９匹の子犬（ヨーロッパ）
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犬の飼育頭数の将来予測
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第三次法改正



飼養施設の数値指標（試案）

◼ 飼育スペースは「寝室」と「生活エリア」から構成される
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区分 定性的基準※ 数値指標（目安）

寝床
犬が立つ、向きを変える、横たわる、伸びをするな

どの自然な姿ができること

高さ＝体高×1.3倍

幅（短辺）＝体高×1.1倍

生活エリア 犬が歩く、向きをかえる、壁にふれずに尾をふる、

遊ぶ、後ろ足で立つ、他の犬にふれずに横たわる、

排便・排泄をしても体が汚れないこと

設置せず

（運動場）

生活エリア寝床（ケージ等） 運動場（必要に応じて）

＋

※ 細目第3条



IATA（国際航空輸送協会：１２０ヶ国、２６５社）
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犬の供給体制の違いと基準の適応

◼ 背景

⚫ 欧州＝兼業ブリーダーが主体「ホビーブリーダー数87%（繁殖頭数：７５％）、

商業数13%（繁殖頭数２０頭以上：７％）」

⚫ 日本＝年間2頭・2回の取引➔ 事業者登録（非登録の繁殖は困難）

飼育設備（ケージ等）の広さ

⚫ 国内の状況

◆ドイツ基準を適用 ➔ 国内で対応できる施設は、ほぼゼロ

◆規模の拡大 ➔ 新たな用地確保は困難（農地法・農業委員会）

⚫ 将来予測（シナリオ）

◆①：1頭あたりの面積拡大 ➔ 同一面積で飼育できる頭数は十分の一以下に

◆②：5年ごとの登録更新で廃業

◆③：事業からホビーに回帰

（参考）ドイツの商業登録要件：「保有するメス3頭」又は「年間3胎」を超える場合
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飼養管理ガイドの構成案(A４:１０８ページ)



有難うございました。
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